
＜新規就農者の確保又は認定農業者の育成を目標としている事例＞

○認定農業者の育成を通じた多面的集落機能の維持

１．集落協定の概要

市町村･協定名 北海道紋別郡興 部 町 興 部 町ＡＤ連 合会
もんべつぐんおこっぺちょう おこっぺちょう れんごうかい

協 定 面 積 田 畑 草地（100％） 採草放牧地
5,422ha 牧草

交 付 金 額 個人配分 47％
8,134万円 共同取組活動 集落の管理体制に係る経費 2％

53％ 農業生産活動等 23％（ ）
農業生産活動等の体制整備 28％

協定参加者 農業者94、農業生産法人9、生産組織7、非農業者組織1

２．取組に至る経緯

・経営者の高齢化や後継者不在により経営を離脱する農家が増加し、農家数の減少

に伴う一戸当たりの経営規模拡大に起因する家族経営内の労働力不足が深刻化し

つつある。また今後も離農が進むと離農跡地などの荒廃化が進む恐れがあり、農

村が有する多面的機能の低下につながることも懸念されている。

・耕作放棄地の発生を防止し、将来にわたって持続的な農業生産活動等を可能とす

ることにより、集落の持つ多面的機能の確保を図る。

３．取組の内容

・経営者の高齢化や後継者不在による耕作放棄地の発生防止のため、担い手（認定農

業者）の育成・確保などが、集落の持つ多面的機能の維持・確保と認識し、経営改

善計画の作成を促進し、担い手の育成・確保に取り組んでいます。

・新規就農者の誘致促進を図るため、実習又は研修に従事する者の宿泊施設を整備し

担い手の育成・確保に取り組んでいます。

・担い手農家の労働力不足の軽減を図るため、農作業受委託の促進に取り組んでいま

す。

・農業者と非農業者が共同で環境保全に資する植林を行い、連携・交流が一層深まる

よう取り組んでいます。

非農業者との連携（植林） 研修生・実習生等の担い手確保 農作業受託による収穫作業

（研修センター整備）



［集落の将来像]
○農業経営に意欲のある担い手農家（経営体）の育成・確保を推進する。

。○家畜ふん尿を利活用した資源循環型農業や廃プラスチックなどを適正処理する環境保全型農業を推進する
○担い手の労働力不足と経営効率の向上を図るため、農作業の外部委託化を推進する。

［将来像を実現するための活動目標]
○地域農業の担い手を積極的に認定農業者化へと誘導し、中長期な地域の農地需給予測に基づき利用集
積を図る。
また、農村活力の低下を防止するため、新規就農者等の担い手定着化に向けた取組みを行う。
［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活 農業生産活動の体制整

農地の耕作・管理(草地5,423ha 廃プラスチックの適正処理 担い手への農作業の委託 2,343ha)） （
（春・秋年2回）

個別対応 共同取組活動 共同取組活動

水路・農道・作業道の管理 農村景観整備 担い手育成の取組
・水路3.0km、年1回 ・廃屋の処理 17棟 認定農業者の育成

清掃、草刈り （当初39、目標59、現状76）
・農道8.0km、年1回 草刈り 共同取組活動 研修生・実習生等の担い手確保
・作業道 補修整備 研修センター整備

共同取組活動 非農業者との連携 共同取組活動
植林 年1回

獣害防止対策 共同取組活動
エゾシカ駆除 307頭

共同取組活動

集落外との連携
○非農業者（漁業者、漁業関係者、町内中学校の生徒）と共同で植林
の実施

４．取組による変化と今後の課題等

・集落の将来に対する意識の向上や話し合いが活発に行われるようになり、集落内の

農家間の連帯感が深められた。

・鹿などによる農業被害が多くなってきており、牧草等の食害防止対策が課題となっ

ている。

［平成21年度までの主な成果]
・ 認定農業者の育成（当初：39人、目標：59人、Ｈ21：76人）
・ 認定農業者への農地利用集積（当初：2,463ha、目標：3,809ha、H21：4,825ha）
・ 農作業の委託（当初：962ha、目標：1,100ha、H20:2,343ha）
・ 非農業者との連携 （目標：40名、H20：80名、H21：120名）


